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 当区では社員代表選挙（職場過半数選挙）の投票がもう

すぐ終わろうとしています。２人の立候補者による真摯な

所信表明のポスターが一階のコミュニティボードに掲示

されましたが、こともあろうにその内の１枚に落書きがさ

れたというおぞましい事件が発生しました。 

 私たち労働組合員は「社員代表選挙」も「公職選挙法に 

順ずる」という認識で、今までも真剣に取り組んできただけに、自

分たちの職場でこんなことが発生してしまったことは、本当に残念

であり、悔しい思いであります。 

当落の結果は勿論重要なことではありますが、それ以上に、自分

たちの職場で、どれだけ社員ひとり一人が労働条件や福利厚生も含

む労働環境について考えているか、それに伴う社員代表や、それを

決める選挙に関して皆で考え、話し合うという経過も非常に重要な

のではないかと考えます。立候補者の活動、及び支持者の応援も正々

堂々、フェアに行なわれるべきなのは言うまでもありません。 

明るい職場を作るために立ち上がった立候補者や、有権者の純粋 

 

な気持ちを踏みにじる今回の低レベルな選挙妨害につ

いて、私たちは強く抗議します。心当たりのある人は、

この文面を厳粛に受け止め、猛省をお願いしたいとこ

ろであります。（公職選挙法に順ずるなら、選挙妨害は

犯罪です） 


